
※横浜経済記者クラブへも同時に発表しています 

横浜市政記者、横浜ラジオ・テレビ記者 各位 
 
 

＊相談・コンサルティング 
  企業の要請に応じて、両立支援アドバ

イザーを派遣します。アドバイザーは、

課題を整理したうえで、企業の実情にあ

っ た き め 細 か い ア ド バ イ ス を 実 施 し ま

す。 

＊研修・セミナー 
  社内研修、グループ・団体の研修会、子

育て中の従業員を対象としたセミナー等、

ニーズにあわせた研修・セミナーの企画、

講師の派遣を行います。 

 

「「両両立立支支援援アアドドババイイザザーー派派遣遣モモデデルル事事業業」」  

派派遣遣企企業業のの募募集集をを開開始始ししまますす  
～仕事と子育てが両立できる職場環境整備を支援～ 

 
横浜市では、平成 19 年度、市内企業の仕事と子育ての両立支援を促進するため、市内の中

小企業等を対象に、社会保険労務士などの専門家を派遣し、企業の状況に応じたきめ細かなア

ドバイスを行う「両立支援アドバイザー派遣モデル事業」を実施します。 

これに伴い、このたび、モデル事業の派遣企業の募集を開始いたします。両立支援に取り組

んでみようとお考えの企業の皆さま、ぜひご利用ください。 
 

◆モデル事業の特徴 

○ 企業の現状の把握、課題の整理から、適切な対策まで、それぞれの企業にあった両立

支援について、きめ細かなアドバイスを行います。 

○ 従業員規模が小さい企業は、子育て世代が少ない、社内体制が弱いなど、個別の対応

が難しいことから、中小企業グループ（経済団体、協同組合や工業団地、異業種グル

ープなど）による支援策の検討などにも対応します。 

○ 両立支援の推進にとっては、経営者層や管理職の意識付けが特に重要であるため、研

修会やセミナーの開催等にも対応します 

○ こども青少年局ホームページ等で企業の両立支援の取組を紹介するなど、ＰＲさせて

いただきます。 

 

◆支援内容 

 

 

 

 

 
 
 

◆利用案内 
 ［対象］横浜市内に立地し、常時雇用する労働者の数が３００人以下の事業所（会社、個人

事業主、財団・社団法人、組合等）、または、中小企業グループ（経済団体、協同

組合や工業団地、異業種グループ等） 

［費用］無料 ※19 年度はモデル事業として実施するもので、年度内の利用は無料です。利用件数が 

19 年度横浜市予算を上回った場合、申込みを締め切ることがあります。  

［アドバイザー］社会保険労務士、子育て関連ＮＰＯ 等 

［申込み・問合せ］ホームページより所定の申込書をダウンロードのうえ、下記担当まで 
         ＦＡＸ・e-mail 等でご提出ください。 

横浜市こども青少年局企画調整課 

 電話 045-671-4281 ＦＡＸ045-663-8061 kd-jisedai@city.yokohama.jp 

http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/kikaku/kigyou/ 

（『働きやすく子育てしやすい企業』サイト） 

記 者 発 表 資 料 
平 成 １ ９ 年 ７ 月 ４ 日 
こども青少年局企画調整課長 

宮 本  正 彦 
電話 ６７１－４２８０ 



参 考  

◆「両立支援アドバイザー派遣モデル事業」の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣開始                     派遣開始 

アドバイザーとの定期的

な情報交換 

企 業 等 両立支援アドバイザー 

申込み 

担当アドバイザーの通知 

アドバイザーへの依頼 

第 1 回目(ヒアリング) 

第 2 回目(ヒアリング) 実施計画のご提案（現状分

析、アドバイスの方向性、

アドバイスの内容 等） 第 3 回・第 4 回・・・ 

完了報告書提出 
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モデル事業の検証 

利用報告書提出 

 

◆アドバイスの進め方の例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ５：検証 

制度導入と定着のためのアドバイス 

（概ね従業員数 101 人～300 人程度の企業） 

ステップ６：見直し 

ステップ４：制度の運用・定着 

・就業規則への反映 ・従業員への周知 

・管理職や従業員の意識改革、トップからのメ

ッセージの発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ２：現状・従業員のニーズ把握 

 ・両立支援制度の利用状況を調査 

・同業種・同規模他社の制度との比較 

・従業員へのアンケートやヒアリング 

ステップ３：行動計画の策定・届出  

ステップ 1：社内推進体制の確立 

・推進委員会の設置、担当部署・推進員の設置 

○個別の課題の把握 

・長時間労働の改善 

・育児休業等の社内規則

への反映  

・給与、評価の工夫 等

○企業の状況に合わせた

課題への対応 

○ 検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別課題解決のための 

アドバイス 

（概ね従業員数 100 人以下

の企業） 


